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第 1 章 計画の基本的事項 

 

 第１節  計画策定の背景                               

 
環境の保全及び創造に関する基本理念  

久留米市は、「久留米市環境基本条例(以下｢環境基本条例｣という)」において、

良好な環境を次世代へつなぐため、市民や事業者などと行政が協働により、自然

と人間とが共生し、循環を基調とする持続的な発展が可能な社会をつくることを

基本理念として規定しています。 

 

＜環境基本条例＞ 

第３条 良好な環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的かつ快適な生活

を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していく

ことを目的として行われなければならない。 

２ 良好な環境の保全及び創造は、自然と人間とが共生し、環境への負荷の少な

い持続的な発展が可能な循環を基調とする社会を構築することを目的として、

すべてのものの公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的な取組によって行わ

れなければならない。 

３ 地球環境保全は、市、市民及び事業者が自らの課題であることを認識して、そ

れぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 
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環境問題を取り巻く情勢 

(1)深刻化・複雑化する環境危機 

人類の活動は環境収容力1(プラネタリー・バウンダリー)を超えつつあり、地球

は気候変動、生物多様性の損失、汚染の３つの世界的危機に直面しています。 

世界気象機関(ＷＭＯ)2は、２０２４年の世界平均気温が観測史上最高を記録

し、産業革命以前と比べて１．５５℃上昇したと発表しました。異常気象の増加な

ど、私たちの生活に影響が及んでおり、気候変動が深刻化しています。 

また、現代は｢第６の大量絶滅時代｣3とも呼ばれ、人間活動の影響により、調

査対象となっている動植物の約２５％が絶滅の危機に瀕するなど、生物多様性

の危機を迎えています。 

さらに、日常的に利用しているプラスチック製品の環境への流出は、海洋汚染

や生態系全体への深刻な影響を引き起こすとして、大きな問題となるなど、環境

汚染も拡大しています。 

これらの環境危機は、私たちの日常生活や社会経済活動に深く関わっており、

人口減少や少子高齢化、環境関連産業の活性化といった環境・経済・社会それぞ

れの課題が密接に絡み合い、問題は複雑性を増しています。 

持続可能な社会を実現するためには、これらの複合的な課題を同時に解決す

ることを目指し、統合的に取り組む必要があります。 

 

(２)環境問題の国内外の情勢の変化 

国際社会の情勢 

２０２３年に開催されたＣＯＰ２８(国連気候変動枠組条約第２８回締約国会 

                                            
1 自然環境が、健全を保ちながら、人間活動を受け入れることが出来る限界量。 
2 世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整を行うため、1950年（昭和25年）に「世界気象機関

条約」に基づいて設立され、翌昭和26年（1951年）に国際連合の専門機関となった。 
3 人間活動（森林破壊、気候変動、汚染など）を主な原因として、地球上の生物種の絶滅速度が自然状態の約 100倍～

1000倍という異常な速さで進行している現在進行中の危機的な状況のこと。地球史上5回起きた自然由来の大量絶滅

とは異なり、生物種自身（人類）が引き金となっているのが特徴。 
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議)4では、この１０年間における行動の加速及び科学的知見に基づいた２０５０

年ネット・ゼロ5 (炭素中立6)の達成が合意されました。 

また、同年のＧ７広島サミット(首脳コミュニケ)及びＧ７札幌気候・エネルギー・

環境大臣会合のコミュニケでは、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という３

つの世界的危機に対し、経済社会システムをネット・ゼロで、循環型で、自然再興

7（ネイチャーポジティブ）な経済へ転換すること、また、課題の相互依存性を認識

し、政策間で相乗効果を発揮することによる統合的な解決が盛り込まれています。 

国内の状況 

政府は、２０２０年に「２０５０年までのカーボンニュートラル(炭素中立）」を宣

言しました。また、｢２０３０年度の温室効果ガス削減目標として、２０１３年度比４

６％削減を目指す｣とともに、５０％の高みに向けて挑戦を続けることを表明しま

した。 

２０２４年５月に策定された国の｢第六次環境基本計画｣8では、環境保全を起

点としてウェルビーイング9／高い生活の質を目的とし、ＧＸ10実現や環境と経済

成長を両立させる循環・高付加価値型の経済社会システムへの転換が不可欠で

あると示されました。 

                                            
4 温室効果ガス（GHG）の排出削減目標や気候変動への対策について議論される国連気候変動枠組条約締約国会議の28

回目の会議。 
5 2050年カーボンニュートラル宣言以降、カーボンニュートラルや脱炭素という用語を用いてきた。国際的な文脈におい

ては、ネット・ゼロと表現することが一般的であるが、基本的な意味は同じ。 
6 温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管
理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。 

 
7 自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることを意味し、自然保護だけを行うものではなく、

社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献するよう変革させていく考え方。 
8 政府の環境施策の大綱を定める環境基本計画は、環境基本法に基づいて定められ、今回の計画は、平成６年、平成１２年、

平成１８年、平成２４年、平成３０年に続く第六次の計画となる。政府が一体となって進める施策とともに、地方公共団体、国

民の皆様をはじめ、様々な主体に期待する役割についても示している。 
9 環境省は、ウェルビーイング／高い生活の質は、市場を通じた価値（賃金、GDP、金融資産等）と非市場的価値（健康、快適

さ、主観的幸福感等）の双方を含むものとし、市場的価値と非市場的価値の双方を引き上げるような新たな成長を目指す、

としている。 
10 グリーントランスフォーメーション（Green Transformation）の略称。産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産

業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革させること。 
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特に、勝負の２０３０年11に向け、炭素中立、循環経済12（サーキュラーエコノミ

ー）、自然再興といった複数の目標を統合的に推進し、経済・社会課題を同時に

解決していくことを目指すとされています。 

また、こうした計画が掲げる課題の解決に向けては、地球上の「誰も取り残さ

ない」という SDGs（持続可能な開発目標）13の理念や、人間だけでなく動物や

生態系全体を含めた環境の健康を保つというワンヘルス14の考え方が重要にな

ります。 

                                            
11 国の第六次環境基本計画のターゲットである2030年頃までの約 10年間に行われる選択や実施する対策は、現在か

ら数千年先まで影響を持つ可能性が高いとも指摘されていることから、勝負の 2030年と呼ばれている。 
12 従来の 3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価

値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの。 
13 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals：SDGs）のこと。2030年までに貧困、飢餓、環境破壊

など地球が抱える問題を解決し、誰一人取り残さない持続可能な世界を実現するための国際目標。 
14 人の健康、動物の健康、環境の健全性を一つの健康と捉え、一体的に守っていくという考え方。 
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これまでの取り組みの成果と課題 

(1)取り組みの成果 

久留米市は、２０２１年に｢第三次久留米市環境基本計画(２０２１～２０２５)｣ 

を策定し、「自然と人間とが共生し、持続的な発展が可能な都市」の実現に向けて、

｢脱炭素社会の構築｣・｢循環型社会の構築｣・｢自然共生社会の構築｣・｢快適な生活

環境の保全｣の４つの基本目標と｢協働による持続可能な地域社会づくり｣を設定

して環境政策に取り組んできました。 

成果指標である「温室効果ガス排出量｣・｢市民一人一日あたりのごみ排出量｣・ 

｢周辺環境の満足度｣については目標を達成していますが、｢生物多様性の認知

度｣・｢くるめクリーンパートナー登録者数｣などについて一層の取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標の状況 

脱炭素社会の構築

目標

久留米市の温室効果ガス排出量の削減

2021年度

1,713千t-CO₂

実績

2013年度

2,547千ｔ-CO₂
2030年度

1,273千ｔ‐CO₂

自然共生社会の構築

目標

生物多様性の認知度

2022年度

27.9%

実績

2020年度

26.9%
2025年度

60％

循環型社会の構築

目標

市民一人一日あたりのごみ排出量

2023年度

884ｇ

実績

2019年度

919ｇ
2025年度

888ｇ

脱炭素社会の構築

目標

【補助指標】再生可能エネルギーの導入量

2023年度

125,824kW

実績

2019年度

107,894kW
2030年度

219,000kW

協働による持続可能な地域社会づくり

目標

くるめクリーンパートナー登録者数

2023年度

21,648人

実績

2019度

21,889人
2025年度

23,000人

快適な生活環境の保全

目標

周辺環境の満足度

実績

2023年度

69.8%
2018年度

53.9%
2025年度

60.0%
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(２)課題 

大雨による河川氾濫や浸水被害など、気候変動がもたらす影響は久留米市にお

いても、深刻化しており、２０５０年の炭素中立の実現に向け一層取り組みを加速

化する必要があります。 

また、プラスチックの海洋流出や外来種が生態系に与える影響は大きく、脱プラ

スチック15や生物多様性の保全など、持続可能な社会の実現に向けて継続的に取

り組むべき喫緊の課題が残されています。 

一方で、少子高齢化に伴う地域での環境保全活動の担い手減少や、電気料金な

どのエネルギー代金の市外流出16など、経済・社会的な課題にも直面しています。 

これらの複合的な課題に対応するためには、環境政策をコストから新たな成長

と地域活性化のエンジンへと捉え直し、ウェルビーイング/高い生活の質の実現を

目指す必要があります。 

さらに、環境・経済・社会の三側面を統合的に向上させる地域循環共生圏(ロー

カルＳＤＧｓ)17の考えに基づき、久留米市の多様な地域資源を最大限に活用した

政策を通じて、諸課題の同時解決を図ることが求められます。 

そして、人々の価値観や生活様式が多様化する中、市民や事業者などの自主的・

主体的な環境配慮行動18を促進するためには、市民や事業者などと行政がこれま 

で以上に協働を深化させることが、施策推進の鍵となります。 

  

  

                                            
15 2010年代後半以降、マイクロプラスチック化した海洋プラスチック等による汚染問題が大きな政治的な課題となり、

2019年のプラスチック資源循環戦略の策定等、急速に脱プラスチックに向けた取り組みが国内外で進められるようになっ

ている。 
16 石油や電気などのエネルギー費用が、地域内で生産・消費されずに域外の企業に支払われ、地域経済からお金が流出し

てしまう現象。 
17 地域循環共生圏（ローカルSDGs）は、地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業を生み出し続けることで

地域課題を解決し続け、自立した地域をつくり、地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する自立・分

散型社会を示す考え方。 
18 環境に与える影響を最小限に抑えるための取り組みや行動。省エネルギー、グリーン購入、エコドライブ、3R活動（リデュ

ース、リユース、リサイクル）、公共交通機関の利用促進などが含まれる。 
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 第２節  計画の位置づけ                    

  

本計画は、環境基本条例第８条の規定に基づき、久留米市の環境の保全及び創

造に関する施策の基本的な方向を定めるものであり、市民や事業者などと行政が

一体となって環境づくりを進めるうえで、道しるべとなるものです。 

久留米市の計画体系の中では、「久留米未来デザイン計画２０３５19」がめざす基

本理念｢優しさ 豊かさ 輝き あふれるまち｣の実現に向け、環境分野に関する計

画及び施策を総合的に推進するための計画として位置づけられます。 

また、本計画は｢地球温暖化対策実行計画(気候変動適応計画を含む)｣20、｢生

物多様性地域戦略｣21及び｢環境教育等行動計画｣22の各計画を包含するとともに、

環境分野に関連する計画及び施策を企画・立案する上での指針となります。 

  

  

                                            
19 久留米市の総合計画。久留米市をどんなまちにするか、そのためにどんなことに取り組むかをまとめた久留米の未来設

計図。 
20 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国や都道府県、市町村が温室効果ガス（GHG）排出削減などを目指し

て策定する総合的な計画。 
21 「生物多様性基本法」に基づき地方公共団体が策定する、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な

計画」 
22 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づき、国や地方公共団体、事業者、国民が、地球環境の保

全と持続可能な社会の実現に向けて、環境教育や環境保全活動を推進するために策定する行動計画。 

久留米市環境基本条例 久留米未来デザイン計画2035

【部門別計画】
地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
一般廃棄物処理基本計画

久留米市環境基本計画

久留米市環境基本計画の行動計画

【環境分野に関連する計画】

緑の基本計画
都市計画マスタープラン
景観計画
食料・農業・農村基本計画
その他の個別計画

【部門別計画】
地球温暖化対策実行計画(区域施策編)
生物多様性地域戦略
環境教育等行動計画

環境基本計画（国）

環境基本法

連携・調整
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 第３節  対象とする分野など                  

  

対象とする分野は身近な環境から地球環境まで幅広い意味での環境とし、対象地

域は、市全域とします。 

 

分  野 対  象 

地球環境 気候変動、エネルギーなど 

資源循環 廃棄物、リサイクルなど 

自然環境 森林、農地、河川、生態系など 

生活環境 
大気、水質、騒音、振動、悪臭、化学物質、 

美化、緑化、自然景観、都市景観、文化的景観など 
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 第４節    計画の推進主体                    

 

本計画を推進する主体は、日常生活や地域での活動、経済活動などの幅広い場

面に係る人や団体を想定して、市民・市民団体・事業者・市とします。 

なお、本計画において、推進主体に期待される役割は以下のとおりとします。 

 

主  体 期待される役割 

市民 

・日常生活における環境意識の重要性を理解し行動する 

・環境保全の機運が高まるよう自らが率先して取り組む 

・環境保全活動や環境学習の場に積極的に参加する など 

市民団体※ 

・団体の特性や専門性を活かした保全活動に取り組む 

・他の環境団体の取組を理解し、協力・連携して市民や事業者な

どの環境に対する意識の高揚に努める 

事業者 

・事業活動が環境に影響を与えていることを常に認識する 

・事業活動に伴う環境影響の低減に取り組む 

・持続可能な経済・社会の発展に貢献する など 

市（行政） 

・各主体の取組を支援する 

・各主体が連携・協力できる仕組みをつくる 

・事務事業において率先して環境配慮行動を行う など 

※地域コミュニティ組織や市民公益活動団体など 

 

 

 第５節  計画の期間                      

 

本計画の期間は、｢久留米未来デザイン計画2035前期基本計画｣に合わせて２

０２６(令和８)年度から２０３０(令和１２)年度の５年間とします。 

なお、新たな課題の発生や進捗状況などを踏まえ、計画の期間であっても   

柔軟に見直しを行います。 
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第2 章 久留米市がめざす環境像 

 

 第 1 節  めざす環境像とめざす環境像の実現に向けたまちの姿      

 
(1)めざす環境像 

本計画の根拠条例である環境基本条例に示された基本理念の実現をめざして、

めざす環境像については、以下のとおりとします。 
 

 

自然と人間とが共生し、持続的な発展が可能な都市・久留米 
 

  

 

｢自然と人間とが共生｣とは 

●豊かな自然環境と多様な生態系が地域社会全体で大切に守り育てられている 

●恵み豊かな環境を保全しながら健康で文化的かつ快適な生活環境が確保さ

れている 

 

｢持続的な発展が可能な都市｣とは 

●社会経済システムのあらゆる局面に環境配慮が織り込まれている 

●環境への負荷を最小限にとどめ、健全な物質・生命の循環が実現されながら、

経済・社会が発展している 
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(２)めざす環境像の実現に向けたまちの姿 

 めざす環境像の実現に向けたまちのあるべき姿は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

｢高い環境意識｣とは 

●環境問題について自ら学び、理解し、その解決に向けて取り組んでいこうとい

う意識 

｢自ら取り組み｣とは 

●市民生活や事業活動の中で自ら進んで環境配慮行動を実践する 

｢連帯して行動する｣とは 

●各主体が連携・協働し、相互に高めあいながらより効果的に取り組む 

 

(３)まちの姿指標 

めざす環境像の実現に向けたまちの姿の状況を把握するための総合的な指標

(まちの姿指標)を設定します。 

 
 

日常で環境に配慮した取り組みをしている市民の割合 

現状 目標 

８３．２％(２０２４年度) ９０．0％(２０３０年度) 

※市民意識調査(省エネ・エコドライブ・ごみ減量・緑化活動などの取組) 

  

市民や事業者などすべての主体が高い環境意識を持ち、 

       自ら取り組み、連帯して行動するまち(環境先進都市) 
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 第２節  基本目標                                   

 
自然と人間とが共生し、持続的な発展を可能にするためには、炭素中立、循環経

済、自然再興の三つの転換を統合的に推進することが重要です。 

また、久留米市の多様な地域資源を最大限に活用した地域循環共生圏(ローカル

ＳＤＧｓ)の構築を通して、環境・経済・社会の複合的な課題を同時に解決し、市民の

ウェルビーイング/高い生活の質の実現を目指す必要があります。 

そのためには、すべての主体が環境配慮行動を実践できるようライフ・ビジネス

スタイルを転換することが重要であり、その取組を支える効果的な協働の仕組み

づくりが不可欠です。 

久留米市では、昭和４０年台の公害対策を端緒に、ごみ問題、環境美化、地球温

暖化対策など、時代潮流や社会的課題への対応を積み重ねてきました。 

このような中、前計画である「第三次久留米市環境基本計画」においては、「脱炭

素社会の構築」、「循環型社会の構築」、「自然共生社会の構築」、「快適な生活環境

の保全」及び「協働による持続可能な地域社会づくり」という現在直面する環境課

題と整合的な目標設定となっており、この達成に向けて、取り組みを充実すること

が課題対応につながります。 

そこで、基本目標については、「第三次久留米市環境基本計画」を継承すること

とします。 

さらに、各基本目標に、特に関連の深いＳＤＧｓの目標を示し、それぞれの成果指

標の達成に向けて取り組むことで、ＳＤＧｓが掲げる持続可能な社会の実現に貢献

することをめざします。 
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めざす環境像 自然と人間とが共生し持続的な発展が可能な都市・久留米 

めざす環境像を実現

するためのまちの姿 
市民や事業者などすべての主体が高い環境意識を持ち、

自ら取り組み、連帯して行動するまち（環境先進都市） 

① ごみの発生抑制・資源循環の推進 

② ごみの適正処理 

③ 安定的なごみ処理施設の運営・整備 

① 健康で安全な生活環境の保全 
② みどり豊かで美しい都市環境の形成 

① 再エネ・省エネ・蓄エネの普及 
② 環境負荷が小さい都市への転換 

③ 気候変動への適応 

① 生物多様性の保全 
② 自然環境の持続可能な利用 

施策の方向 

２０５０年ゼロカーボンシティの実現に向け

て、再エネや省エネ、蓄エネの普及など、温室

効果ガス排出量の削減を進めるとともに、気

候変動の影響低減にも取り組みます。 

基本目標① 脱炭素社会の構築  

快適な生活環境を保持するため、健康で安全

に暮らせる環境の保全、清潔で美しい生活空

間の確保に取り組みます。 

基本目標④ 快適な生活環境の保全  

自然共生社会の実現に向けて豊な自然の恵

みを将来にわたって享受できるよう、生物多

様性の保全と持続可能な利用に取り組みま

す。 

基本目標③ 自然共生社会の構築  

循環型社会の実現に向けて、廃棄物の発生

抑制・再使用と再資源化に取り組みます。ま

た、ごみの適正処理や安定的なごみ処理施設

の運営に取り組みます。 

基本目標② 循環型社会の構築  

基本目標 

 

市民や事業者などと行政が協働し、環境配慮行動の実践、拡大に取り組みます。 

① 環境学習及び環境教育の推進     ② 環境啓発の推進・環境意識の共有 

③ 協働による環境配慮活動の拡大 

 

協働による持続可能な地域社会づくり 



13 

 

第３章 施策の方向と成果指標 
 

  第 1 節    脱炭素社会の構築  ～温室効果ガスを減らす～  

 

 

深刻化する地球温暖化を緩和するため、あらゆる分野(家庭・地域、業務・オフィ

ス、都市、産業)において温室効果ガス排出量の削減に取り組み、脱炭素社会を実

現する必要があります。 

温室効果ガス排出量削減のためには、徹底した省エネルギーの推進とともに、

再生可能エネルギーの積極的な導入や利用促進、特に蓄電池などを活用した自家

消費型の普及拡大を図ることが重要です。 

また、持続可能な発展にも寄与する建築物と産業の脱炭素化について重点的に

取り組みながら、市民や事業者などと行政の協働による脱炭素型のライフスタイル

やビジネススタイルへの転換と都市の脱炭素化を推進し、２０５０年ゼロカーボンシ

ティ実現を目指します。 

さらに、地球温暖化を起因とする気候変動の影響による被害を防止・軽減する

適応策23にも取り組みます。 

なお、本節、第１章、第２章及び第４章をあわせて、「地球温暖化対策の推進に関

する法律」第２１条の規定に基づく「地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」及び、

「気候変動適応法」第１２条の規定に基づく「気候変動適応計画」として位置付けま

す。 

 

 

 

 

                                            
23 気候変動（地球温暖化）の対策には、原因物質である二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減・抑制する緩和策

と、気候変動による影響を軽減させ、有効に活用する適応策がある。緩和を実施しても気候変動の影響が避けられない場

合、その影響に対処し、被害を回避・軽減していくもの。 

―久留米市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)― 
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（１）施策の方向 

 

 

○ 太陽光、ごみ焼却施設での発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入を

促進します。 

○ 蓄電池やエネルギーマネジメントシステム(HEMS
ヘ ム ス

24／BEMS
ベ ム ス

25／FEMS
フ ェ ム ス

26)

を活用したエネルギーの自家消費や省エネ化・効率化を推進し、災害時にも強

い自立分散型エネルギーシステム27の普及促進を図ります。 

○ 様々な主体と協働した多様な手法による情報発信の強化や、地球温暖化対策

に資するデコ活28(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の

普及促進などにより、脱炭素型のライフスタイルやビジネススタイルの定着に

取り組みます。 

○ サプライチェーン29全体で脱炭素経営への転換を進めるとともに、持続可能な

社会に資する環境・エネルギー関連産業の振興や誘致に取り組みます。 

 

 

○ 電気自動車などの次世代自動車の普及促進や自動車から公共交通機関・自転

車・徒歩への転換促進を図ります。 

○ ＺＥＨ
ゼ ッ チ

30やＺＥＢ
ゼ ブ

31など環境負荷を考慮した建築物の普及を促進し、建築物の脱

                                            
24 Home Energy Management Systemの略称。家庭内において系統からの電力や太陽光発電等からの電力、蓄電

池等を総合的に制御し、またエネルギー使用状況を見える化し、エアコンや冷蔵庫等のエネルギー使用を制御することによ

りエネルギーの使用を最適化し、省エネを図るシステム。 
25 Building and Energy Management Systemの略称。室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのビル管

理システムを指す。IT を利用して業務用ビルの照明や空調などを制御し、最適なエネルギー管理を行うもの。 
26 Factory Energy Management Systemの略称。工場エネルギー管理システムとは、工場における生産設備のエネ

ルギー使用状況を把握し、エネルギー使用を合理化・最適化を図るための IT システムのこと。 
27 大規模集中型に代わり、太陽光発電や蓄電池などの小規模な発電・蓄電設備を地域に分散配置し、地域内でエネルギー

を自立的に賄う仕組み。 
28 国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しする国民運動。二酸化炭素を減らすという（DE）、脱炭素

（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）を含むデコと活動・生活を組み合わせた言葉。 

29 原材料の調達・設計・製造・物流・販売といった、製品がつくられて消費者の手に届くまでの一連の流れ 
30 Net Zero Energy Houseの略称。高断熱・高気密化、高効率設備によって使うエネルギーを減らしながら、太陽光発

電などでエネルギーをつくり出し、年間で消費する住宅の正味エネルギー量がおおむねゼロ以下になる住宅のこと。少ない

エネルギーで室温を快適に保つことができ、冷暖房によるCO₂排出量の削減につながる。 
31 Net Zero Energy Building の略称。高断熱・高気密化、高効率設備によって使うエネルギーを減らしながら、快適な

① 再エネ・省エネ・蓄エネの普及 

② 環境負荷が小さい都市への転換 
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炭素化を図ります。 

○ 地域で創ったエネルギーの地域内利用(エネルギーの地産地消)など、エネルギ

ー循環の仕組みづくりについて研究を進めます。 

 

 

○ 気候変動によって生じる影響（暑熱・感染症・災害など）について情報発信や啓

発、被害などの低減などに取り組みます。 

 

(２)成果指標 

※削減率は2013年度比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
室内環境を実現し、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 

温室効果ガス排出量の削減 

現状 目標  

１，７１３千 t-CO2(2021年度) 

１，２７３千t-CO2(2030年度) 

 ９５４千t-CO2(2035年度) 

 ６３４千t-CO2(2040年度)  

▲５０％ 

▲６３％ 

▲７５％ 

再生可能エネルギーの導入 

現状 目標 

１１７ＭＷ(２０２１年度) ２１９ＭＷ(２０３０年度) 

③ 気候変動への適応 

2,547 

1,713 

1,273 
954 

634 

0 
0

1,000

2,000

3,000

2013 2021 2030 2035 2040 2050

温室効果ガス排出量の現状と目標千 t-CO₂ 

2030 目標 

▲50％ 2035 目標 

▲63％ 2040 目標 

▲75％ 

 2050 目標 

実質ゼロ 

現状 

(最新値) 

※ 目標はすべて2013 年度比 

基準値 
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【参考】部門ごとの温室効果ガス排出量の削減目標 

 
※削減率は2013年度比 

 

(３)関わりが深いＳＤＧｓの項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

産業部門 民生家庭部門 民生業務部門 運輸部門 その他

657 222 286 459 89

2030年度 562(▲39％) 130(▲70％) 155(▲71％) 350(▲39％) 76(▲11％)

2035年度 421(▲54％) 97(▲78％) 116(▲78％) 262(▲54％) 58(▲33％)

2040年度 280(▲70％) 65(▲85％) 77(▲86％) 174(▲70％) 38(▲55％)

目標

（単位：千t-CO₂）

部門

現状
（2021年度）

内窓設置の事例（既存窓の内側に窓を追加） 

           断熱も脱炭素につながる⁉ 

建物は建設時や使用時に温室効果ガスをたくさん出しているので、対策

の効果も大きいと言えます。 

対策事例としては、ＺＥＨ、ＺＥＢ、ＬＣＣＭなどの大規模な工事が必要な取

組もありますが、実は比較的小規模な取組もあります。 

例えば、窓や壁の断熱化（熱を伝えづらいものにすること）です。これは、

室内外への熱の出入りを抑え、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境と

なる取組ですが、同時に、冷暖房の使用量を抑え、CO₂排出量や光熱費を

削減することができます。 

また、部屋間の寒暖差が小さくなることで、入浴中のヒートショックを予

防するなど健康面でも大きなメリットとなります。 

建物の断熱、増えています！ 

もっと詳しく知りたい人は→デコ活ホームページ 

コラム ① 
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 第２節   循環型社会の構築  ～資源を大切にする～ 

市民一人一日あたりのごみ排出量は、市民や事業者などの継続的な実践による

ごみ減量・分別の徹底により、年々減少傾向で推移しています。 

しかしながら、循環型社会の形成に向けては、大量生産・大量消費・大量廃棄型

の経済・社会様式につながる一方通行型の線型経済から、持続可能な形で資源を

効率的・循環的に有効利用する循環経済への移行の推進が重要です。 

また、国際社会や国の状況を踏まえ、市民や事業者などが食品ロス32の削減を

我が事として捉え、行動に移すことを促進する取組や、２０５０年までにプラスチッ

クごみによる新たな海洋汚染をゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・

ビジョン」（Ｇ２０大阪サミット）に沿った、プラスチックごみの発生抑制をはじめと

した資源循環を総合的に推進する取組が必要です。 

久留米市のごみ処理は、宮ノ陣クリーンセンターと上津クリーンセンター33との

南北２ヶ所体制で行っています。上津クリーンセンターは、稼働開始以来、３３年が

経過しており、次期施設を２０２８(令和１０)年度に更新します。今後も、久留米市

内のすべてのごみの市域内処理を念頭に、長期的に安全で安定したごみ処理体制

の構築に取り組む必要があります。 

  

                                            
32 本来食べられるのに捨てられてしまう食品。事業活動を伴って発生する事業系食品ロスと各家庭から発生する家庭系食

品ロスの2種類がある。 
33 宮ノ陣クリーンセンターは、工場棟（焼却施設）、リサイクル棟及び環境交流プラザから構成される中間処理施設として、

平成28年度から稼働している。上津クリーンセンターは、燃やせるごみの中間処理施設として、平成5年度から稼働して

いる。 
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(1)施策の方向 

 

 

○ 市民や事業者などと連携し、廃棄物などの発生そのものを抑制するリデュース

（発生抑制）を最優先する考え方の定着を図ります。 

○ 様々な主体との協働を強化し、プラスチックごみや食品ロスの削減を進めます。 

○ 繰り返し利用可能な製品の利用を促進するリユースの推進に取り組みます。 

○ リデュース・リユース（再使用）してもなお発生する廃棄物については、分別の徹

底とリサイクル(再資源化)に取り組みます。 

○ 再生材・バイオプラスチック34を使用した製品の利用促進を図り、資源の消費抑

制に取り組みます。 

 

 

○ 再生利用などができないものを焼却処理する際は、熱回収35や再資源化を行

うなど、適切に処理を行います。 

○ 産業廃棄物の適正処理のため、法令遵守について、事業者への監視・指導に取

り組みます。 

 

 

〇 ごみ処理施設の運営・整備にあたっては、環境への負荷低減に最大限配慮しな 

がら進めていきます。 

〇 上津クリーンセンターのより環境への影響を低減した安全で安定的な施設へ 

の更新に取り組みます。 

 

 

 

 

                                            
34 植物などの再生可能な有機資源を原料とするバイオマスプラスチックと微生物等の働きで最終的に二酸化炭素と水にま

で分解する生分解性プラスチックの総称。 

原料、製法、化学構造や機能は様々であり、それぞれの特徴を正しく理解して目的や解決したい環境問題に応じて適切な用

途で使用することが重要となる。 
35 廃棄物を単に焼却処理せず、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・利用すること。 

① ごみの発生抑制・資源循環の推進 

② ごみの適正処理  

③ 安定的なごみ処理施設の運営・整備  
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(２)成果指標 

 

市民一人一日当たりのごみ排出量 

現状 目標 

８３６ｇ(２０２４年度) ８０４ｇ(２０３０年度) 

※ごみ総排出量／総人口 

 

 

(３)関わりが深いＳＤＧｓの項目 
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・再生材を使う 

・耐久性のある製品を作る 

・廃棄物をなるべく出さない設計を

する 

 

製品 

移行 
・長く使えるものを買う 

・再生材でできたものを買う 

・レンタル・シェアリングサービスを

選ぶ 

・ものを丁寧に長く使う 

・壊れたら修理して使い続ける 

 消費 

線型経済 循環経済 

        私たちの生活と循環経済(サーキュラーエコノミー) 

循環経済は、私たちがなるべく少ない資源で物を作って使い、その資源

を何度も使えるようにする新しい経済の仕組みです。 

これまでの線型経済（リニアエコノミー）では、物を作って使った後、

そのまま捨ててしまうのが一般的でした。しかしこの仕組みでは、どんど

んごみが増えて、資源が無くなってしまうかもしれません。 

循環経済では、ごみをできるだけ出さないように心がけます。例えば、

作る時に壊れにくくリサイクルしやすいように設計することで、物を長く

使えるようにします。また、壊れた時には修理をしたり、しっかりお手入

れをすることで、新しい物を買う必要が少なくなり、ごみを減らしたり、

経済的な負担を減らすことができます。 

最近では、物を自分で持たずにレンタルやシェアリングを利用する人が

増えています。例えば、車を買う代わりに、必要な時だけ借りることで、

車１台分の資源を節約できます。 

このように、身近なところで循環経済の取組みは始まっています。私た

ちの選択が、より良い環境を未来へとつなぐ大きなポイントになります。

小さなことからでも始められるので、考えて行動していきましょう！ 

コラム ② 
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 第３節  自然共生社会の構築  ～自然との関係を大切にする～ 

 
 

 

将来にわたって、豊かな自然がもたらす恵みを享受できるように、生物多様性

の保全及び持続可能な利用に向けた取り組みによって、自然との関係を再構築し

自然共生社会を実現する必要があります。 

現在の自然を取り巻く状況は、開発や外来種の持ち込み、ライフ・ビジネススタ

イルの変化、気候変動も含めた人間活動の影響による生物多様性の損失が進行し

ています。このため３０ｂｙ３０
サーティーバイサーティー

36目標や保護地域外のＯＥＣＭ
オーイーシーエム

37の拡大、頻発する

自然災害に対し、自然環境の多様な機能を活用するグリーンインフラ38やＥｃｏ
エ コ

－

Ｄ Ｒ Ｒ
ディーアールアール

39など自然再興の実現に向けた取り組みが重要です。 

また、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐためには、様々な主体の参画のもと、

自然と暮らしがつながる仕組みづくりや自然との触れ合い・保全活動に参加する

機会を創ることが重要です。 

さらに、自然と共生していくため、ワンヘルスの取り組みを福岡県と協力して推

進する必要があります。 

なお、本節、第１章、第２章及び第４章をあわせて、「生物多様性基本法」第１３条

の規定に基づく「生物多様性地域戦略」として位置付けます。 

      

                                            
36 2030 年までに、陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。2022 年 12 月に生物多

様性条約第 15 回締約国会議（COP15）で採択された。国は、2030 年までの自然再興実現に向けた目標の一つとして

30by30目標を位置付けている。 
37 Other Effective area based Conservation Measures の略称。公的な保護地域以外で、民間等の取組により

生物多様性保全に貢献している地域のこと。企業の水源の森、手入れがされている里地里山や森林施業地、企業敷地や都

市の緑地、研究や環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の土地・河川敷など。 
38 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある

国土・都市・地域づくりを進める取り組み。 
39 生態系を活用した防災・減災（Ecosystem based Disaster Risk Reduction）のこと。グリーンインフラの中でも

特に防災・減災に注目し、地域において防災・減災対策を実施・検討する際に、自然災害に対して脆弱な土地の開発を避け、

人命や財産が危険な自然現象に暴露されることを回避するとともに、生態系の持続的な管理、保全と再生を行うことで、生

態系が有する多様な機能を活かして災害に強い地域をつくるという考え方。 

――久留米市生物多様性地域戦略 ～くるめ生きものプラン～―― 
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（１）施策の方向 

 

 

〇 市民や事業者などと行政が連携して、生物多様性への配慮を促すための普及 

啓発を行い、行動変容を図ります。 

〇 希少種40の保護や域外保全、外来生物の駆除などを実施し、多種多様な生きも 

のや自然と共生するまちづくりに取り組みます。 

〇 動物と正しく関わるための啓発事業を通じて、人と動物の共生社会づくりに関 

する取組を充実します。 

〇 ネイチャーポジティブ経営への理解と移行を促進します。 

 

 

〇 調整池や森林などの自然環境が有する多様な機能(生きものの生息の場の提 

供、良好な景観形成、気候変動の緩和、水源の保全など)の活用や、生態系の

持続的な管理、保全と再生に取り組みます。 

○ 河川空間が全体的に調和した河川及び沿川環境の保全や創出について関係機

関と連携し流域治水対策を図ります。 

○ 次世代を担う子ども達の育成や保全活動を担う人づくりを市民団体や事業者

などと協働の拡充を図りながら取り組みます。 

 

(２)成果指標 

 

自然や生きものを守るための活動や行動をしている人の割合 

現状 目標 

５８．６％ 

(２０２５年度) 

８５．０％ 

(２０３０年度) 

※市政アンケートモニター「くるモニ」で算出。 

 

                                            
40 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」に基づき、国内に生息・生育する絶滅のおそれ

のある野生生物のうち、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種。 

① 生物多様性の保全 

② 自然環境の持続可能な利用 



23 

 

 

（３）関わりが深いＳＤＧｓの項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム ③ 

2020年     2030年     2040年     2050年 

悪 

良 

生
物
多
様
性
の
状
態 

●2030年ミッション 

生物多様性の損失を止め 

回復軌道に乗せる 

自然保護に加え、炭素中立や循環経

済など、様々な分野による連携 

 

●20５0年ミッション 

自然共生社会の実現 

出典：環境省を基に久留米市で作成 

なぜネイチャーポジティブが必要なの

自然再興の考え方 

【ネイチャーポジティブで切り開く未来】 

私たち人間は、食べ物、木材、繊維、医療品など、様々な生き物を利用する

など、自然の恵みに支えられて生きていますが、現在、地球上の生き物は、人

間の社会・経済活動などにより、私たちが生きていくために欠かすことので

きない生物多様性が、急速に失われつつあります。 

このような状況に歯止めをかけ、回復傾向へ向かわせるための取り組みネ

イチャーポジティブに関する国際的な目標が定められ、2030 年のゴールに

向けて、自然保護だけでなく、気候変動対策や資源循環等の様々な分野と連

携して課題の解決を図ることが重要です。 

私たちの暮らしを持続可能としていくためにも、個人ができることは、例

えばリサイクル品など環境に配慮した製品を選択する、省エネに取り組む、食

品ロスを減らすほか、地産地消や自然との触れ合いを増やす、花や木を植え

て生き物の住みかを増やす、自然の美しさを SNS などで伝えるなどの行動

が、日常生活で生物多様性を守り、自然を回復させる行動になります。 

一人ひとりの行動の積み重ねが、地球の未来・子ども達の未来を大きく変

える鍵だと言えます。 
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 第４節  快適な生活環境の保全 ～暮らしを心地よくする～ 

 
自然と人間とが共生していく基礎的な環境として、健康で文化的かつ清潔で美

しい、快適な生活環境が保たれる社会を構築する必要があります。 

環境法令の規制強化や事業者の公害防止に対する意識の向上などにより、全国

的に大気汚染や水質汚濁の環境基準は概ね達成されています。しかし、光化学オ

キシダント41については基準未達成が継続しており、市民に適切な情報提供や注意

喚起を行う必要があります。 

また、家庭ごみなどの野外焼却をはじめ、身近な環境被害による苦情申立ては

継続的に発生しており、市民や事業者などに対する法令遵守についての啓発など

が必要となっています。加えて、新たな環境汚染や公害問題が発生した場合は対

策を図る必要があります。 

さらに、環境美化や緑化のボランティア活動は年々浸透し、まちの美化や緑豊か

な都市景観の形成に重要な役割を担っています。しかし、ごみのポイ捨てや不法投

棄、プラスチックごみの河川流出の防止など課題が残されており、引き続き、様々

な主体が協働して、マナーやモラルの向上・美化活動に取り組む必要があります。 

 

 

(1)施策の方向 

 

 

○ 市民の健康と安全を確保するため、大気汚染や水質汚濁、騒音・振動などの

典型的な公害を防止し、工場や事業場に対する規制基準などの遵守の指導

を今後も徹底します。 

○ 大気や河川などの環境基準について、法令に基づく環境モニタリング42を継

続実施し、達成状況を把握するとともに適切な情報提供を行います。 

                                            
41 工場や車から出る窒素酸化物や炭化水素（揮発性有機化合物（VOC））が太陽からくる紫外線のエネルギーによって反応

してできるオゾンや PAN（ペルオキシアセチルナイトレート）、アルデヒドなどの汚染物質。 
42 ある一定の地域を定め、その地域内の動植物の生態調査、大気、水質、底質調査などに基づき、その環境の人への影響
を監視すること。 

① 健康で安全な生活環境の保全 
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○ クリーンパートナーをはじめ、様々な主体との協働による環境美化の取り組み

を強化します。 

○ 市街地緑化の推進を図ることにより、水と緑に囲まれた良好な都市景観と美し

い自然景観との調和がとれた都市環境の形成に取り組みます。 

○ 河川から海洋へのプラスチックごみ流出による汚染防止のため、ポイ捨ての抑

制や美化活動の推進に取り組みます。 

 

(2)成果指標 

 

周辺環境の満足度 

現状 目標 

６２．２％(２０２４年度) 80.0％(２０３０年度) 

※市民意識調査(緑の豊かさ、自然や生きものの状況、大気や騒音、ごみ処理、環境教育など環境全般に関する満足度) 

 

 

(３)関わりが深いＳＤＧｓの項目 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② みどり豊かで美しい都市環境の形成 
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      美化の輪が広がっています 

まちで見かけるこの姿、知っていますか？ 

ビブス・キャップ・ごみ袋、「あ、見たことがある！」という人も多いのではない

でしょうか。実はこれ、久留米市の環境を自分たちで守っている市民のみなさ

んです。 

この取組の背景には、課題となっているポイ捨てや不法投棄の問題があり

ます。自分たちが住む街を自分たちで美しく保ちたいという市民・事業者など

の声から、この、くるめクリーンパートナーは生まれました。 

現在では、多くの人や団体がクリーンパートナーとして登録し、ごみ拾いな

どの美化活動に取り組んでいます。 

美しい久留米を次世代へつなぐこの活動。あなたも身近な場所から始めて

みませんか？ パートナーに興味のある人は→くるめクリーンパートナーホー

ムページ 

コラム ④ 
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 第５節  協働による持続可能な地域社会づくり 
～全員参加型の取組を進める～ 

                         

 

 
環境保全活動を拡大していくためには、様々な主体との協働により、学びや実

践の機会を創るとともに、各主体がその活動の輪を広げることや、様々な得意分

野を持った人材を発掘・育成し、緩やかにつながり、協力し合いながら活動してい

くことができるようなネットワークづくりを進めていくことが必要です。 

また、世界的に環境問題への関心が高まる中、多様化する市民や事業者などの

ニーズに対応していくことも重要です。このため、市民や事業者などへの啓発を進

める際には、ホームページや広報紙に加え、ＳＮＳ (ソーシャル・ネットワーキング・

サービス43)などＩＣＴ(情報通信技術)を活用した新たな手法により、適時適切で効

果的な情報発信となるよう工夫する必要があります。 

なお、本節、第１章、第２章及び第４章をあわせて、環境教育等による環境保全

の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」第８条の規定に基づく「環境教

育等行動計画」として位置付けます。 

 

(1)施策の方向 

 

 

○ 協働による体験の場・教材の共有などを進めながら、多様なニーズに応じた環境

教室や環境学習会、施設見学などを実施します。 

○ 教育機関や事業者などにおける環境教育の促進に取り組みます。 

 

 

○ 協働による環境イベントをはじめ、あらゆる機会・媒体を活用した効果的な情報

                                            

43 インターネットを使って人々がつながり、情報を共有するためのサービス。例：フェイスブック、ツイッター、インスタ
グラムなど。 

――久留米市環境教育等行動計画―― 

① 環境学習及び環境教育の推進 

② 環境啓発の推進・環境意識の共有 
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発信に取り組みます。 

 

○ 環境・経済・社会の統合的向上を目指し、地域の将来像や共通利益を確認し共

有しながら、様々な主体との対話に基づく共通理解を図ります。 

○ 様々な主体とのパートナーシップを充実・強化し、市民や事業者などの環境政

策への参画を促進するため、ＩＣＴを活用し、いつでも、どこでも、分かりやすい

形で環境情報を入手できるよう、利用者ニーズに応じた情報の提供を進めます。 

 

 

○ 市民や事業者などを含む地域社会を構成する様々な主体とのネットワーク形

成の基盤をつくり、環境配慮活動の広がりや環境保全活動を担う人材の育成

などを協働で行いながら、活動の活性化に取り組みます。 

 

(2)成果指標 

 

様々な主体との協働による啓発事業の実施回数 

現状 目標 

５９回(２０２４年度) １２０回(２０３０年度) 

 

 

(３)関わりが深いＳＤＧｓの項目 

   

 

 

 

 

 

  

③ 協働による環境配慮活動の拡大 
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    目指すのは、日常から支え合える地域 

～そなえるくるめの取組～ 

そなえるくるめは、災害対策の一環として進められている取組です。このプロ

ジェクトは、避難に関する基礎情報などを共有しながら、災害時に迅速・確実に

行動できるように様々な「備え」をしています。 

この取組の特徴は、市民参加型の防災活動を重視している点です。市民が主

体となり、地域の特性を生かした防災対策の検討と実施に関与することで、地

域全体の防災力を高めています。 

また、年に複数回実施される防災講座やワークショップは、知識を深めるだけ

でなく、参加者同士の交流の良い機会となっています。 

そなえるくるめを通じて、地域の絆を強めながら、多くの市民が防災意識を

高め、自分たちのまちをより安全な場所にするための活動を行っています。 

コラム ⑤ 



30 

 

 第６節  重点テーマ 

 
めざす環境像の実現に向け、各基本目標を横断的に推進する施策として、重点

テーマを設定します。 

 

協働の深化に向けた場や行動変容が加速する仕掛けづくり 

～変えるのは世界ではなく、私たちの行動～ 

 

持続可能な社会の実現に向けては、私たち一人一人が環境に関心を持ち、理解

を深め、日常生活における環境配慮行動を実践することが不可欠です。こうした行

動は、我慢や制約ではなく、より豊かで質の高い暮らしへの転換となります。 

市民や事業者などと行政とがパートナーとして連携を深め、協働してその活動

の輪を広げることで、持続可能な地域社会づくりへ確実な歩みを進めます。 

 

(１)基本的な方針 

①様々な主体が一体となり、持続可能な地域社会づくりを推進するための場を

創設し、協働の取組を強化します。 

○ 市民や事業者などと行政が本計画の進捗を管理し、取組を推進する【環境市

民協議会(仮)】を開催します。 

○ 様々な主体が緩やかにつながりながら、自主的な活動を生み出す土台となる

【環境プラットフォーム(仮)】を創設します。 

 

②市民や事業者などの行動変容が加速するようなパートナーシップの構築、推

進を図ります。 

○ 既存の様々なパートナーシップを統合し、環境課題に自発的に取り組み、市

民や事業者などの環境配慮行動の推進役となる人材を発掘、育成できる仕

組みを構築します。【市民・事業者環境活動登録者(仮)】 

○ 関心、理解を深める情報の提供や、活動の動機付けの仕掛けを検討し、市民

や事業者などの主体的な取組を広げていきます。  
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(２)成果指標 

市民や事業者などの環境配慮行動の推進役となる市民・事業者環境活動登録

者(仮)の登録者数の増加をめざします。 

市民・事業者環境活動登録者数 

現状 目標 

ー 10,000人(２０３０年度) 
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 第４章 計画の推進体制と進行管理 
 

 第１節  推進体制 

 

本計画がめざす環境像を実現するため、行政は、市民や事業者などの取組の支

援を進めるとともに、定期的に取組の実施状況を集約・公表し、市民や事業者など

の意見を求めることにより、計画の推進・進行管理を行います。 

本計画の進捗状況については、様々な主体による環境市民協議会(仮)により評

価、課題抽出を行い、学識経験者などで構成された久留米市環境審議会に報告し、

意見を求め、課題などについては助言を受け、施策展開に反映していきます。 

また、新たな課題の発生や進捗状況などを踏まえ、計画の期間であっても柔軟

に見直しを行います。行政の取り組みについては、部局横断的組織である久留米

市ゼロカーボンシティ推進本部において部局連携を図りながら施策を推進します。 

  



33 

 

 
計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節  進行管理 

 

本計画の実効性を確保するため、施策の進捗状況などについて、マネジメント

サイクルによる適切な進行管理を行います。 

市民

教育機関
市民公益活
動団体

地域コミュニ
ティ組織

取り組む
場

（共創）

つなぐ場
(連携）

集める場
（情報・知
恵）

事業者

環境プラットフォーム(仮）

環境市民協議会(仮）
【計画の評価、課題抽出及び改善策の検討】

【環境プラットフォームの運営・支援】

・環境基本計画の推進
・協働の促進

各協議会等を統合。多様な主体で構成。実践的視点から、評価等を実施。
○地球温暖化対策協議会 ○環境美化促進協議会 ○循環型ごみ処理委員会

実践的
評価

市

評価等
報告

市

意見
助言

進捗状況
・報告

評価・検討

環境審議会

専門的
評価

久留米市ゼロ
カーボンシティ
推進本部


